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（　）内は前月比

（平成22年6月１日現在）

平成22年6月18日発行No.333

明日への想い絵に込めて



2

長生地区よい歯コンクール高齢者部門で
仲村嗣雄氏が会長賞を受賞！

　町選挙管理委員会では、任期満了（９月12日）に伴う長柄町長選挙の投票日などを次のとおり決定しました。私
たち町民にとって最も身近な選挙ですので棄権せず投票しましょう。
◎投票日・時間　８月29日（日）午前７時から午後８時まで
◎投票場所　　　第１投票所　長柄中学校　体育館
　　　　　　　　第２投票所　六地蔵青年館
　　　　　　　　第３投票所　長柄町公民館　講堂
　　　　　　　　第４投票所　水上小学校　体育館
◎投票できる人　この選挙で投票できる方は次の要件を満たし、長柄町の選挙人名簿に登録されている方です。
　１．日本国民で、20歳以上の方（平成２年８月30日以前に生まれた方）
　２．平成22年５月23日以前に住民登録の届出をし、引き続き長柄町の住民基本台帳に記録されている方
　３．公職選挙法の規定により選挙権の停止処置を受けていない方
◎期日前投票及び不在者投票　
　投票日当日、投票所に行って投票できない見込みの方は、期日前投票または不在者投票ができます。
　・期間　８月25日（水）から８月28日（土）まで
　・時間　午前８時30分から午後８時まで
　・場所　町選挙管理委員会（役場内）
※その他指定病院や他の市区町村選挙管理委員会でも不在者投票ができます。
　また、重度の身体障害のある方などで、一定の条件に該当する方は郵便による投票制度もあります。

日　　時　　７月29日（木）午後１時30分から
場　　所　　役場　３階会議室
説明事項　　立候補届出関係　その他

80歳以上で完全に治癒されている自分の歯が 20本以上あり、歯並び・かみ合
わせが良好で、口の中がきれいに清掃されている高齢者を対象とした長生地区
よい歯コンクールで、『桜谷在住　仲村嗣雄氏』が茂原市長生郡歯科医師会会長
賞を受賞しました。

コンクールでは、問診・歯科医師による診察が行われ、その後 3人の歯科医
師の診察と書類選考により選ばれました。80歳までに 20本以上の歯を保つ秘訣
について伺うと仲村氏は「父母が健康に生み、大切に育ててくれたお陰です。
とても幸せです。」と笑顔で答えていました。
仲村氏は平成 22年 7月 8日に県で行われる「高齢者のよい歯のコンクール」

に長生郡市代表で参加する予定です。

問い合わせ先　町選挙管理委員会（役場総務課内）　☎35-2111

町長選挙 ８月24日告示
８月29日投票日に決定

立候補予定者説明会を次のとおり開催します

「せんきょ君」

大切な一票です。
棄権せず、必ず
投票しましょう。
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名 称 電 話 番 号 主　な　事　務

総

務

課

総 務 企 画 班（2F） ☎35-2111
自治会・広報・消防・防災・交通安全・統計調査・選挙管理
委員会

財 政 管 財 班（2F） ☎35-2110 入札・町有財産の管理・町民バス・財政

税 務 班 （ 1 F ） ☎35-2112 町税・国民健康保険税

議 会 班 （ 3 F ） ☎35-2438 議会・監査委員

住

民

課

保 険 住 民 班（1F） ☎35-2113
戸籍・住民登録・印鑑登録・斎場・国民健康保険・国民年金・
老人保険医療・介護保険・後期高齢者医療

地域包括支援センター ☎30-6000 包括支援センター（介護に関する相談など）

健 康 福 祉 班（1F） ☎35-2414
感染症予防・母子保健・老人保健・精神保健・住民健診・社
会福祉・母子福祉・老人福祉・心身障害者福祉・児童福祉

な が ら こ ど も 園 ☎35-3102 保育、子育て支援センター、一時保育

事

業

課

産 業 振 興 班（1F） ☎35-4447
農政・植物防疫・畜産・林業・土地改良・営農組合・鳥獣保護・
商工・観光・グリーンツーリズム推進・農業委員会

地 域 整 備 班（1F） ☎35-2114
道路整備・維持管理・浄化槽・農業集落排水・町営住宅・犬
の登録・環境

教

育

課

学 校 教 育 班（2F） ☎35-2437

小中学校・教育委員会

学 校 給 食 セ ン タ ー ☎35-2003

生 涯 学 習 班
（ 公 民 館 内 ）

☎35-3242 社会教育・社会体育・ながら号・文化財・公民館

福 祉 セ ン タ ー ☎30-7200
町社会福祉協議会
町シルバー人材センター

都 市 農 村 交 流 セ ン タ ー ☎35-0055 長柄ダム周辺の町営施設の管理

	 ●	利用者の目的に応じ役場への電話は、直接担当する班へかけられます。	 	
	 ●	おかけになった電話が話し中の場合は、他の班が応対する場合もあります。

待ち時間の短縮のためにも、
ぜひ直通番号をご利用ください！
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集中改革プランの継続
1.町の取り組み
　（1）行政改革大綱の継続
　　　�長柄町では、平成18年3月「第4次長柄町行政改革大綱」を一部見直し、計画年次を延長して継続して取り組みます。
　（2）集中改革プランの公表
　　　①集中改革プランの策定
　　　　�　行政改革大綱では、地方分権社会に的確に対応した行政システムの構築に向けてそれぞれの課題に取り組むこと

とし、大綱に基づき、5年間を推進期間とした集中改革プランを策定し、引き続き推進を図ります。
　　　②公表する項目
　　　　�　集中改革プランは、新地方行革指針に掲げられた事項を中心に取り組み目標15項目について、住民にわかりやす

く公表していくものとします。特に、定員管理の適正化については、平成27年4月1日における明確な数値目標を掲
げていくこととします。

　　　③計画期間、公表と見直し、推進体制、進ちょく状況の公表等
　　　　�　計画期間は、平成22年度から平成26年度までの5年間とし、期間中、必要に応じ見直しを行います。またプラン

の公表、見直し等を行う際には、住民の意見を反映するよう仕組みを整えます。併せて、集中改革プランの推進を
図るため、全庁を挙げて改革に取り組むこととし、その進ちょく状況は、広報紙、ホームページ等を通じて公表し
ていきます。

集中改革プランによる取り組み
取り組み目標
１民間委託の推進
　�　行政運営のスリム化を目指して、事務事業の見直しにより民間活力の活用が可能な事務事業については積極的・計画的
に民間委託を推進し、公民の役割分担の明確化とアウトソーシングを行っていきます。
２指定管理者制度の活用
　�　公共施設の管理運営について、指定管理者制度の活用を進めていますが、今後も引き続き、民間事業者等も含めた団体
に管理を委ねることで、さらなる住民サービスの向上と経費の縮減を図っていきます。
３公共施設の健全化
　　民間経営手法の導入を検討し、安定性ある施設経営の健全化を図ります。
　　適正な学校運営と、児童生徒の健全育成を目指します。
４地域協働の推進
　�　これからのまちづくりや行政運営に欠かすことのできない住民と行政の協働については、住民参画や協働のルールづく
りを行い、住民団体の活動や組織化を総合的に支援しながら積極的に推進していきます。
５組織機構の見直し
　�　複雑多様化している住民ニーズや新たな行政需要に迅速かつ的確に対応するため、簡素で合理的、かつ住民に対し責
任・権限の所在が分かりやすい組織機構づくりを推進します。
６定員管理の適正化
　�　社会経済情勢の変化等を踏まえ、対応すべき行政需要の範囲を把握し、事務事業の整理、組織の合理化、職員の適正配
置と、適正な定員管理に努めます。
７給与の適正化
　　業務の性格や内容を踏まえつつ、給与・諸手当等については、職員の適正配置と、適正な定員管理に努めます。
８適正な人材育成の推進
　�　分権型社会の担い手にふさわしい人材を育成し、質の高い行政サービスを提供していくため、職員の能力開発をより積
極的・効果的に進め、人事管理、職場風土や仕事の推進プロセス等の改善を行いながら、町民から信頼される人材育成を
推進します。
９公正の確保と透明性の向上
　�　地方分権の進展により自己決定権の拡大に伴い、住民に対する説明責任を果たすことがますます強く求められていま
す。公正の確保と透明性の向上を図ることがより一層必要であり、そのためには、これまで以上に積極的な情報開示を行
うとともに、新たな情報発信・提案意見聴取システムの導入の検討します。

10行政の情報化の推進
　�　電子自治体の推進や電算化による業務改革の推進は、事務処理の簡素化・効率化、行政サービスの質的向上など大きな
効果が表れます。質の高い行政システム構築を行うためにも、さらなるシステムの利活用に取り組みます。

11経費の節減合理化と財政の自律化
　�　事務事業の見直しを行うことにより、歳出全般の効率化と財源配分の重点化が容易となり、財政自律化のための財政構
造の改善が図られます。

12補助金等の整理合理化
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　�　厳しい財政状況にかんがみ、すべての補助金・負担金等について、その目的や行政として対応すべき必要性、費用対効
果、経済負担等のあり方などについて検証し、整理合理化し、計画的に廃止・縮減するとともに社会状況の変革により住
民福祉の向上に資する補助金については、新たに検討します。

13行政改革の進め方
　　毎年検証を行い、行政改革のさらなる推進を図ります。
14議会
　　議会運営費の節減を図ります。
15農業委員会
　　農業委員会運営費の節減を図ります。

定員管理の適正化
　長柄町では、定員適正化計画書（H22~H26）に基づき、適正な職員数を維持していきます。
　平成22年4月1日の総職員数を114人として目標を定め職員数の削減を図ってきました結果、平成22年4月1日現在で、110人
の職員数となり目標を越えて人員削減となりましたが、次期取り組みについては、地方分権に伴う権限移譲事務の増を考慮
するとともに、役場組織の経営健全化のため平成26年度を目標に総職員数を107人とします。

１数値目標を維持するための基本原則及び管理手法
　①　退職者の補充については、職員採用計画を作成し補充します。
　②　引き続き指定管理者制度の活用や委託可能な業務は民間に委託します。
　③　勧奨退職を推進します。
　④　職種によっては、臨時職員の活用を図ります。
　⑤　�組織機構は、グループ制により事務配分の合理化、意思決定の迅速化により柔軟な組織運営を図り事務効率を高め、

限られた人員で行政需要に対応します。

問い合わせ先　総務課　財政管財班　☎35-2110

３　定員適正化計画（Ｈ21～Ｈ26）
（毎年4月1日：教育長含む。町長・副町長及び広域派遣職員を除く）� 単位：人

部門別 区　分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 計

一般行政 増　減 △1 2 2 △1 △3 △1

職員数 85 84 86 88 87 84 84

特別行政
（教育関係）

増　減 △１ △１ △2

職員数 17 16 16 15 15 15 15

公営企業等
(浄化槽・国保・介護等)

増　減
職員数 8 8 8 8 8 8 8

合　計 増　減 △2 2 1 △1 △3 △3

職員数 110 108 110 111 110 107 107

上記事項をはじめとした、向こう５か年間、71項目の取り組みについて、「長柄町行政改革プログラム」により示します。
行政改革に関する、ご意見、ご質問は、役場総務課　行政改革推進担当　内藤まで

２　これまでの職員数推移実態（H16～H21）
　　（毎年4月1日現在：教育長含む。町長・副町長及び広域派遣職員を除く）� 単位：人

部門別 H16 H17 H18 H19 H20 H21
一般行政 93 89 88 88 87 85

特別行政 23 23 23 20 17 17

公営企業等 8 8 8 8 8 8

合　計 124 120 119 116 112 110

参考として平成 21年 4月 1日現在の「職員年齢構成」を次に示します。� 　単位：人

職
員
年
齢
構
成

男2211
7766

661010
881010

121255
6655

6666
771212

女18～25歳
26～30歳
31～35歳
36～40歳
41～45歳
46～50歳
51～55歳
56～60歳



6

　町では、町民の皆様に洪水や地震災害の被害想定や避難所などの防災関連の情報を知らせ、事前に備えて
もらうため洪水・地震ハザードマップを作成しました。
　「ハザードマップ」は、洪水編と地震編があり、近日中に自治会長を通じて配布させていただきます。ま
た、「ハザードマップ」は、役場総務課、公民館、福祉センター、長生農協の町内の各支所、町内のゆう
ちょ銀行（郵便局）で受け取ることが可能です。
　被害を少なくするには、日ごろの備えが大切です。ハザードマップを利用して、災害時の避難所などを確
認し、家族そろっていざという時に備えてください。
■洪水ハザードマップ
　町内を流れる一宮川、水上川、豊田川が大雨によって洪水になった場合の浸水想定区域、浸水深などを表
示しています。
　浸水想定区域は、おおむね50年に１回程度、発生が危ぐされる大雨によって
河川がはん濫した場合を想定しています。
■地震ハザードマップ
　長柄町直下の地震（想定マグニチュード6.9）が発生した場合の、地盤の揺れ
やすさ、建物全壊の危険度などを表示しています。
　地震の強さ（震度）は、震度５強から６強を想定しています。

ハザードマップは町ホームページで７月１日から掲載する予定です。

問い合わせ先　洪水ハザードマップ　総務課　総務企画班　☎35-2111　
　　　　　　地震ハザードマップ　事業課　地域整備班　☎35-2114

災害を知り
減災を目指す!ハザードマップ配布のお知らせ

　いもち病、カメムシ類を対象に無人（ラジコン）ヘリコプター散布による水稲病害虫防除を下記により実施します。
　使用農薬は、安全使用基準に基づき実施しますので、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
　なお、作業中は、危険ですので子どもが近寄らないようお願いします。

記
　1．…実施予定日及び散布地域
… 平成22年７月13日㈫
… …力丸、千代丸、山根、飯尾、別所、大加場、国府里、下味庄、上味庄、船木、
� 八反目、中野台、上野、西山、山之郷、長柄山、榎本、小榎本、徳増、桜谷、長富
… 平成22年7月14日㈬
… …鴇東、鴇西、立鳥、針東、針西、高山、大庭、不動、日の宮、長柳、月川、田代、辺田、三沢、篠網、稲塚、吹谷、金谷
　2．使用農薬名　　ビームエイトスタークルゾル
　※天候不良等で実施できない場合は順延させていただきます。

計量法の規定に基づき 2年に１回計量器の定期検査を実施しています。検査は、商店、工場、病院、学校など
で計量器（はかり）を取引又は証明に使用している方は、必ず受検しなければならないことになっています。
※なお、受検しない場合は、計量法違反として罰則が適用されることがありますのでご注意ください。

１．検査年月日� 平成 22年 7月 5日（月）
２．検 査 場 所� 長柄町役場（保健センター隣の車庫）
３．検 査 時 間� 午前 10時 30分〜正午まで　午後�1�時〜午後 3時まで

問い合わせ先　事業課　産業振興班　☎35-4447

水稲病害虫防除のお知らせ

計量器（はかり）定期検査のお知らせ

問い合わせ先　事業課　産業振興班　☎35-4447
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……注意事項
　※当日欠席される方は電話で必ずご連絡ください。
　※お子様の成長・発達について伺いますので普段のお子様の様子をよく知っている方が同伴してください。
　※�視力および聴力検査を自宅でできなかった方は、受付前に検査を行います。その場合、受付の順番が遅くなりますの
で、あらかじめご了承ください。

３歳児健康診査・乳児相談・予防接種日程のお知らせ

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

実施日・受付時間 対象者 持ち物 内　容

３歳児健康診査
６月 23日（水）
12：45〜 13：00

平成 18年 10月 1日〜
平成 19年１月 31日生
まれの幼児

母子健康手帳
問診票
歯ブラシ
タオル
尿

内科医・歯科医の診察、身体測定、尿検
査、視力検査、聴力検査、フッ素塗布
保健師・管理栄養士・歯科衛生士による
相談指導
臨床心理士による子育て相談

　※乳児相談は対象以外の月齢の方で13か月以内であればお越し頂けます。また、電話で相談も随時受け付けています。

乳 児 相 談

7月 15日（木）
14：15〜 14：30

4か月児は
13：30〜 13：45

生後 4か月児
7か月児
12か月児
その他希望者

母子健康手帳
問診票
バスタオル

身体測定、
発育発達状況について
保健師・管理栄養士による
相談指導

……注意事項
　※保護者以外の方が同伴する場合は、指定の委任状が必要になります。その場合は、事前にご連絡をお願いします。
　※母子健康手帳を忘れた場合は接種できません。

予防接種

日 本 脳 炎
（第 1期）

6月 22日（火）
7月 6日（火）
13：15~13：30

平 成 18 年 4 月 2 日 ~
平成 19年 6月 22日生
まれで 1度も接種して
いない幼児

母子健康手帳
予診票

BCG 7月 7日（水）
13：30~14：00

平成22年1月15日 ~
平成 22 年 4 月 7 日生
まれの乳児

　※対象の方へは、1か月前に個別通知をしています。同封の問診票に記入してお持ちください。
　※３歳児健康診査・乳児相談・予防接種は、保健センターで行います。

……注意事項
　※胃がん検診を希望した方は、１か月前に個別通知します。同封の問診票に記入して当日お持ちください。
　※胃がん検診の申し込みをされていない方で、受診を希望される方は住民課健康福祉班へご連絡ください

胃がん検診の日程のお知らせ

実施日・受付時間 対象者 持ち物 場　所

胃 が ん 検 診 7月 5日（月）~7月 9日（金）
7：30~10：00

40歳以上の男女で希望調査
で希望した方

問診票、
料金 500円
（70歳以上無料）

福祉センター
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特定健康診査・特定保健指導にご協力お願いします。
特定健康診査とは生活習慣病やメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診です。健診の

結果、メタボリック状態や予備群に該当した方を対象に、保健師や管理栄養士が健康状態に合わせた指導（特
定保健指導）を重点的に行います。
生活習慣病の重症化をひとりでも多く減らすことは、医療費や介護給付費の伸びを抑さえ、保険財政も安定

化し、保険料の節約につながるというわけです。このようなことから、「病気を見つける健診」から「病気を
予防する健診」として医療保険に加入している 40歳以上の方を対象に、特定健診と特定保健指導が義務付け
られました。

長柄町の国保医療費は、平成 21年度初めて
６億円を突破しました。
メタボリックシンドロームの状態が長く続く
と動脈硬化が進行し、脳血管疾患や心疾患を引き
起こすおそれがあります。これらの疾病は、国保
やご自身の医療費がかさむだけでなくＱＯＬを
低下させるので生きがいのある人生の障害とな
ります。実りある人生を健やかに送り、限りある
お金も有効に使うために、特定健康診査と特定保
健指導を受けていただき健康管理に努めましょ
う。

保健師・管理栄養士　一同

長柄町の現状

積極的に受診し、ご自身の健康状態や生活
習慣を見直しましょう。
私たちがお手伝いさせていただきます。

1
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　　　　メタボリックシンドローム該当者数～
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20年度

60人 67人

受診数:823人受診数:823人 受診数:742人受診数:742人

48人 58人

21年度

長柄町国民健康保険医療費の推移（平成14年度以降）
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特定保健指導は、健診結果の保健指導レベル判定が「動機づけ支援」「積極的支援」のいずれかに該当した
方が対象となります。対象者への個別支援・グループ支援・電話・メール・手紙等により初回面接時に作成し
た行動計画が継続実施できるよう、積極的に継続的な支援を行い、６か月後に設定した行動計画が達成されて
いるか？身体状況や生活習慣に変化が見られたか？について評価を行います。

特定保健指導の流れ

平成22年度の
ヘルスアップ教室

特
定
健
診
受
診

結
果
判
定（
階
層
化
）

面
接・結
果
説
明

結果報告
（郵送）

受診
勧奨 治療へ

積極的支援

8月 9月 12月

1月 2月

動機付支援特定保健指導

初
回
面
接

開
講
式

中
間
面
接

閉
講
式

10月

運動
教室

栄養
教室

11月

運動
教室

運動
教室

運動
教室

3月

特定保健指導と合わせて、体力アップを目指している方、運動不足の
方、健康を維持したい方を対象に生活習慣病予防を目的とした教室です。
一般の方も参加できます。基本的には、平成 21年度とほぼ同じような内
容の見込みです . 参加費は平成 21年度は 3,000円でした。

平成 21年度の特定保健指導は専門職による、面接や
アドバイスレター、電話などにより、それぞれの立場
でメタボを改善するために受講者の方をサポートしま
した。

特定保健指導は、
世界的にも有名な健
康増進施設である日
本エアロビクスセン
ターで行いました！
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問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

　町では、不妊治療の医療費負担を軽減することで、少子化対策に役立てるため不妊治療の助成を実施し
ています。概要は次のとおりです。

◎対象者　次の要件をすべて満たしている人
　　　　　・申請する日の 1月 1日に長柄町に住所があり、法律上の婚姻をしていること。
　　　　　・千葉県特定不妊治療助成事業の対象となっていること。（下記②③の場合）
　　　　　・夫婦の所得が一定以下であること。
　　　　　・町税・その他の町使用料等に滞納のないこと。

◎助成期間　平成 22年 4月 1日から平成 23年 3月 31日まで（以後も同じ。）

◎契約検査機関　指定する医療機関

◎助成額　上記助成期間中、次の区分ごとに１年度 2回以内で下記金額を限度に助成
　　　　　①人工授精　3万円　②体外受精　5万円　③顕微授精　10万円
　　　　　※通算５年間助成を受けることができます。

　40歳から74歳までの長柄町国民健康保険の加入者の方の特定健康診査
（集団健診）は終了しましたが、未受診の方は長生郡市内の契約医療機
関で7月31日㈯まで個別健診として受診することができます。
　費用は2,000円です。あらかじめ受診希望医療機関へご予約のうえ、次
のものを持参して受診してください。なお健診の結果は受診した医療機
関から説明されます。

※特定健康診査未受診の方へ

特定健康診査は、7月31日まで受診することができます!
長生郡市契約医療機関で、

問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113

（持参するもの）◎保険証　◎受診券及び問診票
※受診の際には医療機関の指示にしたがってください。

不妊治療の
助成をしています
不妊治療の
助成をしています
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平成２２年度国民年金保険料免除申請の
受け付けができます！

〜　　御家族の方でも行うことができます！　　〜

所得が少ないなど、国民年金保険料（22年度月額：15,100円）を納めることが経済的に困難な場合には、申請により保険
料の納付が免除又は猶予される場合があります。平成 22年度の申請は 7月から受け付けをします。免除申請には、被保険
者本人または配偶者・世帯主の本年 1月 1日時点の住所地での前年中の所得情報が必要になります。保険料を未納のまま放
置すると、将来の老齢基礎年金や万一の場合の障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができなくなりますので、保険
料を納めることが難しい方は、まずは下記の申請をしてください。

・免除期間は、７月から翌年６月までです。
・�昨年以前に全額免除・若年者納付猶予の継続審査を希望した方は特段の申請の必要はありませんが、前回申請
後、厚生年金加入等で国民年金資格を喪失したことがある場合には再度申請が必要です。

※失業された方については、免除の特例承認を受けることができます。その場合、下記の書類が必要となります。
◎　雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票
◎　退職証明書　　＋　　住民税納税通知書（特別徴収→普通徴収）

保険者本人及び世帯主・配偶者の前年中所得がおおむね下表を下回る場
合に、申請により保険料の納付が全額または一部免除されます。
被保険者、配偶者、世帯主の所得審査がありますので、前年の所得の申
告をしていない方は、申告が必要な場合があります。� �
一部免除の方は、減額された保険料を忘れずに納入してください。
納入がない場合は、未納扱いとなってしまいます。…

免除（全額免除・一部免除）申請

【所得基準】

全�額�免�除 （扶養親族等の数+1）×35万円+22万円
月々の保険料

0円
4分の3免除 78万円+（扶養親族等の数×※38万円）+社会保険料控除額等

月々の保険料
3,780円

半�額�免�除 118万円+（扶養親族等の数×※38万円）+社会保険料控除額等
月々の保険料

7,550円
4分の1免除 158万円+（扶養親族等の数×※38万円）+社会保険料控除額等

月々の保険料
11,330円

※扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円

　被保険者が30歳未満の場合で、本人・配偶者の所得が一定以下※の場合
に、申請により保険料の納付が猶予されます。ただし若年者納付猶予され
た期間は年金の受給資格月数にはなりますが年金額には反映されませんの
で御注意ください。　※（扶養親族等の数+1）×35万円+22万円

若年者納付猶予申請

問い合わせ先　住民課　保険住民班　☎35-2113
　　　　　　　千葉年金事務所　　　☎043-242－6328

★�全額免除または一部免除された期間（月数）については保険料を納付した場合に比して下記の割合で計算され
ます。免除または若年者納付猶予（学生納付特例も同様）を受けた期間の保険料は10年以内であれば追納でき
ます。（期間により加算金がつく場合があります。）

（注1）H20年度分までは1/3　(注2）H20年度分までは1/2　(注3）H20年度分までは2/3　(注4）H20年度分までは5/6
（例）全額免除期間が120月の場合は年金額計算の際、120×1/2=60月と取り扱われます。

★未納の場合の保険料は免除等と違い２年以内しか納付できませんので御注意ください。

◎全額免除 → 1/2 (注1） ◎半額免除 → 3/4 (注3）

◎3/4免除 → 5/8 (注2） ◎1/4免除 → 7/8 (注4）

7月から
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●子ども手当認定請求書の手続きはお済みですか？

●�７月は、“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～強調月間です。

これまで支給されていた児童手当に代わり、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するた
め、中学生以下のお子さんを対象に子ども手当を支給する制度が創設されました。
特に、新たに支給対象となる中学生を養育している方でまだ手続きのお済みでない場合は、平成

22年 9月 30日まで申請期限の経過措置がありますがお早めの手続きをお願いします。

問い合わせ先　長柄町福祉センター　☎30-7200

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

“社会を明るくする運動” は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。長柄町も実
施委員会を組織し、街頭広報活動や各小中学校への訪問及び作文・標語コンテストを実施します。

●町福祉センターからのお願い

問い合わせ先　事業課 産業振興班　☎35-4447

結婚相談所開設日
開　設　日 場 　所 受付時間

7月18日㈰
長柄町公民館 午前9時~正午まで10月17日㈰

平成23年1月16日㈰
　結婚相手を求める方々が安心して登録していただけ
ますので、お気軽にご相談ください。

　素敵な出会いのきっかけつくり相手探しのサポート
を行っています。

平成 22年度

長柄町結婚相談所
開設日のお知らせ

　脳循環器系疾患の早期発見、早期治療に役立てるため、脳ドックの助成をはじめました。
◎対象者　次の要件をすべて満たしている人
　　　　　・40歳以上で長柄町国民健康保険に1年以上加入していること。
　　　　　・国民健康保険税を完納していること。
　　　　　・脳ドックを受診する年度に特定健康診査を受診していること。
◎対象となる脳ドック　平成22年４月１日以後に受診する脳ドック
◎契約検査機関　・塩田病院附属福島孝徳記念病院（長柄町国府里）・山之内病院（茂原市町保）
　　　　　　　　・公立長生病院（茂原市本納）
◎助成額　検査費用の７割を助成（上限５万円）
※通常の人間ドックに脳ドックを追加して受診することもできます。（助成の上限は脳ドックを含め、５万円です）
　　◆脳ドックを追加して検査を受診できる医療機関
　　　・山之内病院　・亀田クリニック　・亀田総合病院附属幕張クリニック

■国民健康保険加入者の脳ドック助成事業

■後期高齢者の
　人間ドック助成事業

問い合わせ先　住民課 保険住民班　☎35-2113

　後期高齢者医療制度開始に伴い、平成 20年度から中止されていました人間
ドックの助成について、平成 22年 4月 1日以後の受診から再開しました。
　ご希望の方は、ぜひご利用ください。

人間ドックの助成が充実しました

町福祉センターへ電話でのお問合わせの際、番号間違いが多発しています。他の方へのご迷惑となりますので、
お問合せの際電話番号はお間違いのないようご注意ください。
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建設残土などで、農地に盛土・埋立を行う行為は、

一時転用の許可が必要です。

問い合わせ先　農業委員会　☎35-4447

＜農地所有者の皆様へ＞
農地造成と称して、残土処分や産業廃棄物処理が行われ、
結果的に農地として使えない土地となってしまうことを防ぐ必要があります。

山砂、山土砂等で埋立を行う場合は、工事の１か月前までに、町農業委員会に軽微な農地改良の届出を行って
ください。この場合、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
1）平均盛土厚さが1.0m未満であること。
2）赤道や青道の構造等を変更しないこと。その他、他法令の許認可等を要するものでないこと。
3）工事に要する期間が3か月を超えないこと。

◆農地の所有者を含め違反転用者には厳しい措置がとられます。
・県と農業委員会が工事の中止等を指示し、もとの農地に復元させることがあります。
・３年以下の懲役または300万円以下（法人は1億円以下）の罰金に処せられることがあります。

農地は狙われています。安易に土地の提供をおこなうと…。

キケン

●「無料で畑を使い易く
してあげます」といわれ、
結果、産廃を埋められる

●「資材置場にさせてく
ださい」といわれ、結果、
廃棄物の山積み

（※）
指　標 BOD

きれい ３PPM　未満
ややよごれている ３PPM〜５PPM　未満
よごれている ５PPM〜 10PPM

一宮川流域（BOD数値）
調 査 地 点 H20年度 H21年度

A 国府里　一の橋下 3．0 1．8
B 味庄　祝口橋下 1．3 1．5
C 鴇谷　新天王橋下 1．9 ⊖
D 大津倉　岩戸橋下 1．6 ⊖
E 金谷　農集処理場下 1．3 ⊖
村田川流域（BOD数値）
調 査 地 点 H20年度 H21年度

F 長柄山　ナンバ川 1．0 0．7

きれいな川を取り戻そう
〜６月は環境月間です。〜

町では、定期的に町内を流れる河川の水質検査を実施しています。
平成 20年度から平成 21年度の主な地点の調査結果は、下図のとおりです。
河川の汚濁指数であるBOD（※を参照）を見ると水質が改善されていることがわかります。
汚れの一番の原因は、未処理の生活排水であるといわれています。
町では、金谷・刑部・田代地区の農業集落排水事業や町設置型合併処理浄化槽整備事業を推進しています。
「きれいな川を取り戻す」ということを皆で意識し、ぜひ合併浄化槽を設置くださいますようお願いします。

問い合わせ先　事業課 地域整備班　☎35-2114

C・D・E地点については平成 22年度に調査を実施します。
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5月 30日、消防団員が日ごろ訓練を
続けている消防ポンプ車操法の成果を競
う、長生郡市広域市町村圏組合消防団第
8支団（池座支団長、団員147名）の
消防操法大会が役場駐車場で行われ、第
8支団の所属部（全8個部）が出場し、
第3分団第2部が最優秀賞、第2分団
第2部が優秀賞を獲得しました。
第3分団第2部及び第2分団第2部

は 6月 27日（日）に長南町で開催さ
れる長生支部大会に出場することが決定
しました。
なお、本大会での団体、個人の部の成

績は次のとおりです。

個人の部� （敬称略）

最優秀指揮者 宮澤　秀宗
（第1分団第1部）

最優秀１番員 大藤　章正
（第３分団第２部）

最優秀２番員 石渡　広明
（第1分団第1部）

最優秀３番員 岸本　保仁
（第２分団第２部）

最優秀４番員 目良　博光
（第3分団第２部）

団体の部
最優秀賞 第3分団第2部
（ １ 位 ）（管轄区域　鴇谷・立鳥・針ヶ谷・日吉団地・グリーン立鳥）

優� 秀� 賞 第 2分団第2部
（ ２ 位 ）（管轄区域　道脇寺・六地蔵・長柄山・追分・皿木）

優� 良� 賞 第 1分団第2部
（ ３ 位 ）（管轄区域　国府里・味庄・船木・八反目・味庄団地・進栄団地）

４　　位 第2分団第1部
５　　位 第1分団第1部
６　　位 第3分団第1部
７　　位 第4分団第1部
８　　位 第4分団第2部

長生郡市消防団
第 ８ 支 団 消防操法大会第31回
最優秀賞　第3分団第２部（鴇谷・立鳥・針ヶ谷・日吉団地・グリーン立鳥）　優秀賞　第２分団第２部（道脇寺・六地蔵・長柄山・追分・皿木）

優良賞　第1分団第2部

優秀賞　第2分団第2部

個人の部受賞者
（左から最優秀指揮者、１番員、2番員、3番員、4番員）

最優秀賞　第3分団第2部
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★★7月の行事★★
　　◆いっしょに遊ぼう� 第 3水曜日� （10：00〜 11：00）
　　◆リトミック教室� 第 2・第 4金曜日� （10：00〜 11：00）
　　◆おはなし広場� 第 4水曜日� (10：00〜 11：00）
　　◆心の健康相談� 7月 1日㈭� (13：30〜 15：30）
� � 臨床心理士の先生による相談が受けられます。
　　◆身体計測� 7月 1日㈭
　　◆母子健康・栄養相談� 7月 5日㈪� （13：00〜 15：00）
� � 保健師・栄養士による相談が受けられます。
　　◆体験入園� 7月 7日㈬� （10：00〜 11：00）　七夕の集い
� � 7月 16日㈮� （9：30〜 11：00）　��縁日ごっこ
★★随時受付しています★★
　　◆あそびの広場� 月〜金曜日　（8：30〜 17：00）
　　◆育児相談� 月〜金曜日　（9：00〜 15：00）
　　◆一時保育� 月〜金曜日　（8：30〜 17：00）※ 2週間前までにご予約ください。� � �
� � � � � �
【7月は体験入園が 2回！！】
　　七夕の集いや縁日ごっこに参加して、日本の季節の行事を、楽しみませんか♪
　　七夕飾り作り、縁日ごっこでは、クジやヨーヨーつりなどに挑戦！

支援センターだよりは支援センター・役場、公民館に置いてあります。

ながらこども園　子育て支援センターカレンダー 7月8月

日 月�mon 火�tue 水�wed 木�thu 金�fri 土

1 2 3

心の健康相談
身体測定

4 5 6 7 8 9 10

母子健康・
栄養相談

体験入園 ﾘﾄﾐｯｸ教室

11 12 13 14 15 16 17

体験入園

18 19 20 21 22 23 24

海の日 いっしょに遊ぼう ﾘﾄﾐｯｸ教室

25 26 27 28 29 30 31

おはなし広場

日 月�mon 火�tue 水�wed 木�thu 金�fri 土

1 2 3 4 5 6 7

いっしょに遊ぼう 身体測定 ﾘﾄﾐｯｸ教室

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

いっしょに遊ぼう 母子健康・
栄養相談

22 23 24 25 26 27 28

おはなし広場 ﾘﾄﾐｯｸ教室

29 30 31

問い合わせ先　住民課　健康福祉班　ながらこども園　☎35-3102

みんなで楽しく

昼食中♪
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「私の脳・脊髄神経外来」
北原功雄先生による

は都合によりお休みさせていただきます。

■�設置する場所
⒈普段就寝に使用する部屋
⒉就寝に使用する部屋がある階の階段
⒊台所
⒋�四畳半（７㎡）以上の居室が５以上あ
る階の廊下

住宅用火災警報器は、火災が発生した際に煙や熱に反応し火災を知ら
せてくれるものです。
火災の早期発見で大切な命を守りましょう

■�購入方法
消防用設備取り扱い店、電気機器量販
店、ホームセンターなどで購入できます。
購入の目安として、日本消防検定協会
の鑑定合格証（ＮＳマーク）
がついているものを選びま
しょう。
■�悪質訪問販売にご注意を
消防署や町・消防団が火災警報器を売
り歩くことはありません。また特定の業
者に販売を委託することもありませんの
で、悪質な販売業者のまぎらわしい服装
や言葉などに惑わされないように注意し
ましょう。

つけましたか？　住宅用火災警報器

問い合わせ先　長生郡市広域市町村圏組合 消防本部 予防課　☎26-0119

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、６月18日に改正貸金業法が完全施行されます。
[改正のポイント]
　◎借入総額が「年収の３分の１」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
　◎借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。
　※法律等の詳しい内容は、金融庁HPでご確認ください。
困ったら、あせらないで、まず相談を！
ヤミ企融からは絶対に借りないで！

貸 金 業 法 が 大 き く 変 わ り ま す ！ あ な た は 大 丈 夫 で す か ？

[困ったときの相談窓口］ 財務省千葉財務事務所　☎ 043-251-7830
 千 葉 県 県 民 生 活 課　☎ 043-223-2795

働く人とご家族の
未来のために

６/1 ▶７/12
平成 ２２ 年度

労働保険 労災保険
雇用保険 の年度更新

千葉労働局 労働保険 徴収課
千葉市中央区中央4-11-1
千葉第２地方合同庁舎　☎043-221-4317
千葉労働局ホームページ
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp

　長柄町都市農村交流センターでは、プール監
視員のアルバイトを募集予定です。
　アルバイトを希望される方は、下記の募集内
容によりお問わい合せください。

記
業務期間　平成22年７月中旬〜８月下旬まで
募集予定人員　若干名

問い合わせ先　長柄町山之郷70番地15
指定管理者　富士造園土木株式会社
（長柄町都市農村交流センター）

☎35-0055　�35-3141

夏期アルバイト
募集について
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おいしく作って食べて健康おいしく作って食べて健康
食生活改善推進員コーナー

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414

＜作り方＞
①�フライパンにAを入れ弱火で熱し、にんにくの香りがでたらアスパラを炒めて、水大
さじ２を加えふたをして蒸し煮する。
②�アスパラがやわらかくなったら強火にし、あさりと酒を加えふたを閉め、あさりの口
が開いたら卵を流し入れ、ざっくり混ぜて卵に火をとおす。
③こしょうで味を整え器に盛る。

＜塩分控えめポイント＞
＊�旬の素材は味が濃い。よく噛んで素材
の味を楽しみましょう。
＊�あさりが持っている塩分とうま味を、
上手に活かすのもポイントです。

毎年６月は「食育月間」です。
　昨今、食に対する意識、食への感謝の念や理解が薄れ、毎日の「食」
の大切さに関する意識が希薄になってきています。この機会に、日ごろ
の食生活を見直し、家族や地域の方々と一緒に「食」について考えてみ
ませんか？

〈1 人分の栄養価〉 エネルギー…87Kcal　 たんぱく質…6.5 ｇ　脂質…6.1 ｇ

＊材　料（４人分）＊
殻付きあさり……… 200ｇ

アスパラガス………… 150g

卵……………………… 3個

塩分控えめクッキング
塩分摂取目標　１日６g未満

食生活改善推進員
(金谷地区 )
平野　玉江

　　にんにく……小さじ１
A｛オリーブ油…… 小さじ２
　　こしょう…………少々…
　　酒…………… 大さじ1

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
！

大
雨
に
よ
る
災
害
防
止

　

警
察
で
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振
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込
め
詐
欺
緊
急
対

策
本
部
を
設
置
し
、
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び
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け
て
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す
。

　

犯
人
は
あ
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る
手
段
・
方
法
で
あ
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を
狙
っ
て
い
ま
す
。

　

犯
人
に
騙
さ
れ
な
い
＂
抵
抗
力
＂
を

身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
！

こ
ん
な
電
話
は
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で
す
!!

　

○�

息
子
や
孫
か
ら
、＂
携
帯
電
話
を
「
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し
た
」「
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く
し
た
」
と
言
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て
番

号
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電
話
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ま
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ん
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か
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○�

「
金
を
使
い
込
ん
だ
…
」「
連
帯
保

証
人
が
逃
げ
た
…
」「
示
談
金
が
必

要
…
」
な
ど
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急
な
お
金
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で
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せ
ん
か
？

　

本
当
に
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か
ら
の
電
話
で
す
か
？﹁
オ

レ
は
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？
﹂
を
確
認
し
て
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だ
さ
い
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し
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す
。

　

＊�

見
知
ら
ぬ
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求
、
無
視
し
て
払
わ

ず
、
ま
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談
。︻
架
空
請
求
詐
欺
︼

　

＊�

保
証
金
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む
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資
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、
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り
得
な
い
。︻
融
資
保
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金
詐
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︼

　

＊�

医
療
費
等
の
還
付
金
は
、
Ａ
Ｔ
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で
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な
い
。︻
還
付
金
等
詐
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欺

緊
急
対
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本
部
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０
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police.pref.chiba.jp
(

受
信
専
用)

振
り
込
め
詐
欺
未
然
防
止

功
労
者
に
感
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状
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呈

　

４
月
28
日
㈬
に
茂
原
警
察
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長
か
ら
、

振
り
込
め
詐
欺
の
発
生
を
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に
防
止

し
た
、
千
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東
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店
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１
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の
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ま
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子
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用
金
庫
茂
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員
１
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の
方
に
感
謝
状
を
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ま
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で
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＊
最
近
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件
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発
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ま

す
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身
分
証
を
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認
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だ
さ
い
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今
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梅
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迎
え
、
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し
か
し
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日
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心
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意
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い
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な
備
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を
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と
が
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切
で
す
。
皆

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
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今月の納税の
お知らせ

• 町県民税 第１期
納付期限は、６月30日㈬です。納め忘れのないようご注意ください。
※口座振替申し込みの方は、納付期限の前日までに口座の残高確認をお願いします。

町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び介護保険料・
後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替が便利です。
この制度を利用すると、左記の金融機関の預貯金口座から振替によっ

て納税することができますので、手数が少なくて済み、大変便利です。
新たに口座振替を希望される場合は、預貯金先金融機関または役場総

務課�税務班に「口座振替依頼書」を提出してください。
「口座振替依頼書」は、役場総務課�税務班、長生農協の町内各支所、
町内のゆうちょ銀行（郵便局）に備え付けてあります。長柄町ホームペー
ジからもダウンロードできます。（ダウンロード様式での申込みは、ホー
ムページ内の注意事項をご覧ください。）
納税義務者ごとに申し込みが必要になりますのでご注意ください。

利用できる金融機関

・長生農協
・千葉銀行
・千葉興業銀行
・京葉銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・東京スター銀行
・房総信用組合
・市原市農協
・ゆうちょ銀行

納税納税 には

を

安心便利な

口 座
振 替

納税

予防接種担当　保健師　坂本　亜佳音

最近の話題！
「子宮頚がんワクチン」、「ヒブワクチン」、「肺炎球菌ワクチン」

ご存知ですか？
　最近マスコミで報道されている「子宮頚がんワクチン」、乳幼児の保護者の間では、「ヒブワクチン」、「肺
炎球菌ワクチン」の話題がよく聞かれます。では、この予防接種の効果や費用はどうなの？という声が多くなり
ましたのでご紹介します。

ワクチンの
種　　　類 主 な 原 因 予防できる

主 な 疾 患 対 象 者 接 種 回 数 費 　 用
（保険適用外）

子宮頚がん
性交渉によるヒト
パピロマウイルス
（HPV）感染

子宮頚がん 10歳以上の女性 半年間に3回 1回接種につき約
１万５千円前後

ヒブ
インフルエンザ
菌b型（多くの子
どもの鼻やのど
の奥にいる菌）

細菌性髄膜炎
肺炎など

生後2か月以上5歳未
満（標準として生後
2か月以上7か月未満
で接種開始）

初回免疫3回、追加免
疫1回（標準の場合）
開始月齢により接種回
数は変わります

1回接種につき約
1万円前後

肺炎球菌
（23種類の型）

肺炎球菌（多くの
子どもの鼻やのど
の奥にいる菌）

菌血症・肺炎
細菌性髄膜炎
など

満2歳以上 1回 1回接種につき約
1万円前後

肺炎球菌
（7種類の型）

肺炎球菌（多くの
子どもの鼻やのど
の奥にいる菌）

菌血症・肺炎
細菌性髄膜炎
など

生後2か月以上9歳以
下（標準として生後
2か月以上7か月未満
で接種開始）

初回免疫3回、追加免
疫1回（標準の場合）
開始月齢により接種回
数は変わります

1回接種につき約
1万円前後

※ワクチンの効果について

・子 宮 頚 が ん…小児の時期（10歳以上）から接種することで、少なくとも20年間の高い抗体価が期待される。

・ヒブや肺炎球菌…三種混合と同時期に接種することで、予防効果は高い。

いかがでしたか？意見や疑問点などがありましたら、お気軽にご連絡ください。

問い合わせ先　住民課 健康福祉班　☎35-2414
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『
鉄
は
熱
い
う
ち
に
』

教
育
の
憲
法
で
あ
る
教
育
基
本
法
と

い
う
法
律
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
十

条
に
家
庭
教
育
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
教
育
基
本
法
は
平
成
十
八
年

十
二
月
二
十
二
日
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

戦
後
か
ら
今こ
ん
に
ち日
ま
で
の
教
育
基
本
法

に
は
家
庭
教
育
と
い
う
項
目
は
規
定
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

日
本
の
国
も
、
家
庭
教
育
の
大
切
さ

を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が

生
ま
れ
て
来
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

ど
う
い
う
規
定
か
と
い
う
と

『
父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教

育
に
つ
い
て
第一義
的
責
任
を
有
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
生
活
の
た
め
に
必
要
な
習

慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自

立
心
を
育
成
し
、
心
身
の
調
和
の
と
れ

た
発
達
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。』
と
あ
り
ま
す
。

過
日
あ
る
懇
親
会
で
、
教
育
談
義
に

な
り
、
そ
の
中
の一人
に
高
校
の
先
生
が

お
り
ま
し
た
。

遅
刻
が
多
い
の
で
指
導
し
た
ら
親
が

出
て
来
て
「
大
き
な
お
世
話
だ
！
」
と

言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

別
の
方か
た

が
「
俺
た
ち
の
時
代
は
、
お

前
が
悪
い
！
と
親
に一括
さ
れ
る
か
ら
、

先
生
に
怒
ら
れ
て
も
言
え
な
か
っ
た
し
、

よ
っ
ぽ
ど
の
理
由
が
な
け
れ
ば
遅
刻
な

ん
か
し
な
か
っ
た
よ
な
ぁ
！
」
と
。

私
も
現
役
時
代
を
思
い
出
す
と
、
親

が
子
ど
も
の
味
方
に
な
り
過
ぎ
て
は
い

な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
陰
湿
な
い
じ
め
に
あ
っ
て
、

学
校
が
適
切
な
対
応
を
し
な
い
場
合
な

ど
は
、
親
が
出
て
行
っ
て
当
然
で
す
。

学
校
は
学
習
指
導
を
中
心
に
生
活
全

般
の
善
悪
を
指
導
し
、
部
活
動
で
は
先

輩
後
輩
の
関
係
な
ど
、
子
ど
も
同
士
の

磨
き
合
い
が
あ
り
ま
す
。

更
に
地
域
で
褒
め
ら
れ
た
り
、
注
意

さ
れ
た
り
し
て
、
子
ど
も
は
育
つ
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

私
が
言
い
た
い
の
は
、
親
が
護ま
も

り
過

ぎ
て
は
、
子
ど
も
の
自
立
を
阻
害
す
る

も
の
だ
と
、
言
い
た
い
の
で
す
。

「
大
き
な
お
世
話
だ
！
」
と
言
っ
た
た

め
に
、
そ
の
子
は
高
校
時
代
に
、
遅
刻

は
愚お
ろ

か
生
活
全
般
に
つ
い
て
も
指
導
し

て
も
ら
え
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

親
は
子
ど
も
の
た
め
に
と
思
っ
て
言
っ

た
つ
も
り
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
子
に
取
っ

て
は
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
す
。

　

自
分
の
生
活
を
見
直
す
こ
と
や
、将

来
を
見み

す据
え
た
指
導
を
う
け
る
チ
ャ
ン

ス
を
失
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

更
に
家う
ち

の
親
は
俺
の
言
う
通
り
に
な

る
と
い
う
意
識
も
育
ち
か
ね
ま
せ
ん
。

最
近
の
学
校
現
場
を
見
ま
す
と
、
親

の
理り
ふ
じ
ん

不
尽
な
ク
レ
ー
ム
に
も
め
げ
ず
、

信
念
を
持
っ
て
指
導
す
る
先
生
は
、
少

な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

『
鉄
は
熱
い
う
ち
に
鍛
え
よ
』
を
再

度
、
家
庭
で
見
直
し
た
い
も
の
で
す
。

名　　　称 電話番号

総務課
総務企画班（選挙管理委員会） 35-2111
財政管財班 35-2110
税務班 35-2112
議会班（議会事務局） 35-2438

住民課
保険住民班 35-2113
地域包括支援センター 30-6000
健康福祉班 35-2414
ながらこども園 35-3102

名　　　称 電話番号

事業課 産業振興班（農業委員会） 35-4447
地域整備班 35-2114

教育課
学校教育班 35-2437
学校給食センター 35-2003
生涯学習班 ･公民館 35-3242

福祉センター 30-7200
都市農村交流センター 35-0055

役 場 ・
そ の 他
公共施設
電話案内

町 　 公 　 民 　 館	 6月21日㈪、28日㈪、7月5日㈪、12日㈪、20日㈫
町 福 祉 セ ン タ ー	 6月21日㈪、28日㈪、7月5日㈪、12日㈪、19日㈪
都市農村交流センター	 6月24日㈭、7月は無休

各公共施設の休館日

角
田　

揚
子

親し
た

し
げ
に
あ
い
さ
つ
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植う
え
き
い
ち

木
市

日ひ
ど
け
い

時
計
は
時と
き

を
忘わ
す

れ
て
花は
な

の
雨あ
め

汐し
お
ひ
が
り

干
狩
人ひ
と

が
動う
ご

け
ば
動う
ご

き
け
り

紺こ
ん
じ
ょ
う
青
の
空そ
ら

か
ぎ
り
な
し
夏な
つ
す
だ
て

簀
立

　

渡
辺
み
の
る

一い
っ
ぽ
ん本
を
選え
ら

ぶ
に
迷ま
よ

い
植う
え
き
い
ち

木
市

月つ
き
か変
わ
り
め
く
る
暦こ
よ
みに
花は
な
し
ょ
う
ぶ

菖
蒲

競き
そ
い
あ合
う
事こ
と

も
覚お
ぼ

え
る
潮し
お
ひ
が
り

干
狩

リ
ハ
ビ
リ
室し

つ

五ご
か
い階
に
あ
り
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

椎し
い
わ
か
ば

若
葉

　
　
　
　
　
　
　
　

山
﨑　

清
風

樹じ
ゅ
し
ゅ種
三さ
ん
ぜ
ん
か

千
香
に
迷ま
よ

い
け
る
植う
え
き
い
ち

木
市

道ど
う
ろ路
鏡き
ょ
う
あ
さ
朝
の
新し
ん
じ
ゅ樹
の
影か
げ

あ
ふ
れ

潮し
お
ひ
が
り

干
狩
時と
き
お
り
な
み

折
波
に
も
ま
れ
居い

て

月つ
き
ほ
そ細
し
星ほ
し

を
抱い
だ

け
り
初し
ょ
か夏
の
宵よ
い

　

髙
橋
美
代
子

庭に
わ
つ付
き
の
家い
え

に
住す

み
た
や
植う
え
き
い
ち

木
市

目め

に
止と

ま
る
牡ぼ
た
ん丹
に
足あ
し

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　

留と
ど

め
け
り

潮し
お
ひ
が
り

干
狩
大た
い
り
ょ
う
量
ゲ
ッ
ト
で
腰こ
し

さ
す
り

瀬せ
と
ぎ
わ

戸
際
の
日に
ほ
ん
け
い
ざ
い

本
経
済
春は
る

の
行ゆ

く

　

大
野　

史
恵

歩あ
ゆ

み
寄よ

り
小こ
ば
ち鉢
片か
た
て手
の
植う
え
き
い
ち

木
市

さ
ざ
波な

み

の
田で
ん
え
ん
ふ
う
け
い

園
風
景
青あ
お
た
か
ぜ

田
風

大お
お
ぞ
ら空
を
時と
き

に
は
仰あ
お

ぎ
潮し
お
ひ
が
り

干
狩

木き
い
ち
ご苺
の
一い
つ
し枝
か
ざ
し
て
急い
そ

ぎ
足あ
し

　

前
田　

や
え

一ひ
と
と
き時
の
心こ
こ
ろ
お
だ穏や
か
植う
え
き
い
ち

木
市

蒲た
ん
ぽ
ぽ

公
英
の
綿わ
た
げ毛
飛と

び
舞ま

い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

散さ
ん
ぽ歩
す
る

尻し
り
ぬ濡
ら
し
母は
は

に
叱し
か

ら
れ
潮し
お
ひ
が
り

干
狩

水み
ず
は張

り
し
田た
お
も面

に
映う
つ

す

　
　
　
　
　
　
　
　
　

若わ
か
ば葉
か
な

五
月
の
句
会
か
ら
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月 / 日
茂 原 地 区

内　科　系 外　科　系

6/２0 長生内科神経内科医院 （24）7752 本納整形外科・内科 （ 3 4 ）5 0 9 1

6/２7 宮 山 医 院 （ 2 2 ）4 8 7 3 三 枝 医 院 （ 2 5 ）2 2 0 3

7/4 鈴 木 医 院 （ 2 2 ）2 6 3 0 宍 倉 病 院 （ 2 4 ）2 1 7 1

7/11 吉 田 医 院 （ 3 4 ）3 0 4 5 鎗田整形外科医院 （ 2 4 ）8 6 8 6

7/18 聖 光 会 病 院 （ 3 5 ）5 1 5 1 君 塚 病 院 （ 2 5 ）1 8 1 1

7/19 宮 本 内 科 医 院 （ 2 2 ）3 7 7 0 菅 原 病 院 （ 2 5 ）1 1 7 1

7/２5 東 部 台 医 院 （ 2 2 ）2 4 5 5 公 立 長 生 病 院 （ 3 4 ）2 1 2 1

夜間、お子さんの具合が急
に悪くなったときに、看護師
や小児科医が電話でお子さん
の症状を伺い、すぐに医療機
関で受診した方が良いか、家
で様子をみても大丈夫かなど
をアドバイスします。

相談時間
毎日夜間
　　　午後7時~午後10時まで

電話番号
♯8000

（プッシュ回線・携帯電話）
☎043-242-9939
（ダイヤル回線・♯8000をご
利用いただけない場合）

こ ど も 急 病
電 話 相 談

日曜・休日当番医案内
　日曜・休日当番医は、変更となる場合があります。
　消防本部通信指令課（☎24-0119）へお問い合わせください。

診療時間は午前9時~午後5時までです。

長生郡市夜間急病診療所案内
●診療科目:内科・小児科　診療時間:午後8時~午後11時
　茂原市八千代1-5-4（消防署裏）☎24-1010
●夜間急病診療テレフォン案内　午後7時~翌午前6時　☎24-1011

各 種 相 談 日 程
【　町　】
心配ごと相談 6/21㈪、7/1㈭、7/20㈫ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260
人権相談 6/21㈪、7/12㈪、7/20㈫ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260

●いじめ　●扶養相続等の家庭問題　●いやがらせ等の悩みごとに関する相談です。
行政相談 7/12㈪ 午前10時〜午後3時 福祉センター ☎35-0260
※心配ごと相談・人権相談・行政相談については、相談日に限り電話でのご相談も受付しています。

子どもの虐待などの相談
児童福祉法が改正されて相談先が広がりました。
児童相談所や福祉事務所に加え、身近な市町村の窓口が子どもに関
するあらゆる相談や虐待の疑いなどの連絡もお受けいたします。

健康福祉班 ☎35⊖2414

【長生健康福祉センター　:　茂原市茂原110２-1　長生合同庁舎内】※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。　

女性のための健康相談 臨床心理士　毎月1回、内科医師　年4回、産婦人科医師　年4回 地域保健福祉課 ☎22-5914（予約制）午後1時〜3時
未熟児等健康相談 奇数月第1木曜日（原則） （予約制）午後1時〜2時 地域保健福祉課 ☎22-5167
療育相談 年4回（5月、8月、11月、平成23年2月の第2金曜日） 地域保健福祉課 ☎22-5167（予約制）午後1時〜2時

こころの健康相談 第1・2月曜日（精神保健福祉相談）（予約制）午後2時〜3時30分 地域保健福祉課 ☎22-5167第3火曜日（老人精神保健福祉相談）（予約制）午後2時〜3時
こどもの発達相談 6/22㈫ （予約制）午後1時〜5時 地域保健福祉課 ☎22-5167
不妊相談 毎月　第2木曜日 （予約制）午後1時〜3時 地域保健福祉課 ☎22-5914
DV相談 来所相談：火曜日（予約制） 午前9時〜午後5時 地域保健福祉課 ☎22-5565電話相談：月曜日〜金曜日

エイズ相談
HIV等抗体検査

第1・3火曜日 午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167（エイズ検査のみ即日判定可能）
偶数月第3火曜日 午後5時30分〜7時

肝炎ウイルス検査 毎月　第1・3火曜日 午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167
骨髄バンクドナー登録受付 毎月　第1火曜日 （予約制）午前10時 健康生活支援課 ☎22-5167
腸内細菌検査 第1〜4火曜日 午前9時〜11時 検査課 ☎22-5167
性感染症検査 毎月　第1火曜日 午後1時〜2時 健康生活支援課 ☎22-5167
家庭児童相談 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時 地域保健福祉課 ☎22-5167
母子自立支援 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時 地域保健福祉課 ☎22-5167
※該当日が祝日・振替休日の場合は実施しません。※詳細については電話でお問い合わせください。（☎0475-22-5167）


